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当社株式の「債務超過」の猶予期間入りに関するお知らせ 

当社は、本日、有価証券報告書を提出し、平成 25 年 6 月期において債務超過の状態となったことから、

本日、株式会社東京証券取引所からの発表のとおり、有価証券上場規程第 604 条の 4第 1項第 2号(関連規

則は同第 601 条第 1項第 5号）（債務超過）に該当するため上場廃止に係る猶予期間入り銘柄となりました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 対象となる法定開示書類 
  有価証券報告書（自平成 24 年 7月 1 日 至平成 25 年 6 月 30 日） 

 
 

２.  債務超過に至った経緯 
当社は、平成 25 年６月期（連結）において、トラベルブランド「milesto」が昨年の実績を大きく
上回り、またホームソーダマシン「SodaSparkle」、卓上型加湿器「TULIP」、キッチン家電「Multi Mini 
Blender」や機能性アクセサリー「Ampli5+」等の新商品の売上を伸ばしたものの、新商品の開発及び入
荷時期の遅れなどによる影響が大きく、売上高が前年度に比べ 553 百万円減少し、経営上の施策とし
ての在庫処分に伴う費用 239 百万円も計上したことから、632 百万円の当期純損失を計上し、498 百
万円の債務超過となりました。 
 

３. 猶予期間 
平成 25 年 7月 1 日～平成 26年 6 月 30日 

 

４. 今後の見通し 
当社は、平成25年8月23日に公表いたしました「健康コーポレーション株式会社との資本業務提携、
第三者割当による新株式発行、第 1回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還、エレコム株式会
社との資本業務提携の解消、並びに主要株主、主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社
の異動のお知らせ」のとおり、健康コーポレーション株式会社と資本業務提携契約を締結しました。健
康コーポレーション株式会社に対する第三者割当増資の払込が平成25年9月25日に完了したことによ
り、純資産が 607 百万円増加し、債務超過は解消する見込みであります。 
 

以上 


